
◎介護給付費の過誤調整の流れ

１.通常過誤の例

サービス事業所 千葉県国保連合会
千葉市

介護保険課
各区

介護保険室

　国保連合会で審査決定済みの介護給付費請求情報に誤り等があったため、介護給付費の実績取り下げ
を行うための処理で、過誤調整手続きを行った当月の国保連合会の審査の中で支払い等の調整（相殺）を行
う。

請求明細書 

取下依頼 
７月通常過誤依頼 

（７月１４日締切分 

請求 
４月サービス提供分 

（５月１０日締切分） 

8/1 

  請求5/8 

 支払6/25 

審査支払 
（給付実績登録） 

５月審査 

  請求6/9 

 支払6/22 

支払 
６月支払 
      

                              取下依頼7/10  「過誤申立依頼書」（通常過誤用） 

過誤決定通知 

依頼受付 
７月通常過誤 
      

               過誤申立7/20 

過誤処理 

（給付実績削除） 
７月処理 

  ※通常の請求分と相殺 

  誤り判明 

 請求明細書       
修正 

再請求 
（８月１０日締切分） 

  請求8/8 

 支払9/25 

審査支払 
（給付実績登録） 

８月審査 

  請求9/9 

 支払9/22 

支払 
９月支払 
      



２.同月過誤の例

サービス事業所 千葉県国保連合会
千葉市

介護保険課
各区

介護保険室

※同月過誤は、事前協議で認められたものが対象となります。
※実地指導に係る過誤は、返還計画書の提出後となります。

請求明細書 

取下依頼 
７月同月過誤依頼 

（６月２５日締切分） 

請求 
４月サービス提供分 

（５月１０日締切分） 

  請求5/8 

 支払6/25 

審査支払 

（給付実績登

録） 
５月審査 

  請求6/9 

 支払6/22 

支払 
６月支払 
      

            同月過誤の協議 

依頼受付 
７月同月過誤 
      

               過誤申立7/5 

過誤処理 

（給付実績削除） 
７月処理 

  誤り判明 

  請求明細書       
修正 

再請求 
（７月１０日締切分） 

  請求7/8 

 支払8/25 

審査支払 
（給付実績登録） 

７月審査 

  請求8/9 

 支払8/22 

支払 
８月支払 
      

相 

 殺 

同月過誤 
事前協議 

                              取下依頼6/20  「過誤申立依頼書」（同月過誤用） 

内容 
確認     

                    同月過誤の協議結果 

内容確認              協議 


